
消費者相談

　三角に突き出た嘴、左右の端がぴんと伸びた尾羽、大き
いとんびの羽先表現の「羽切り」など、とんびの形にこだわっ

て作られた凧です。
六郷特別出張所や郷
土博物館などで実物
を展示しています。

大田区学クイズ大田区学クイズ に挑戦！

3面の答え 「六郷とんび凧」
アプリコ&区民プラザ  催し物案内 公演の詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。

特別出張所や図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★公演内容は変更になる場合があります　★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います
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だこ

詳細は
コチラ▶

アプリコ松竹キネマイベント

2月1日㈯・2日㈰　アプリコ
●ジオラマ、写真展示、トークショー、
映像など
▶申込方法　当日会場へ
▶問合先　（公財）大田区文化振興協会
　☎5744－1600　■FAX5744－1599

下丸子らくご倶楽部　彦いち・白酒・志ら乃　ゲスト：ロケット団
2月28日㈮
午後6時30分開演　
区民プラザ小ホール　
全席指定　2,500円

近代映画への夜明け
～JR蒲田駅発車メロディ
「蒲田行進曲」から紐解く～

ひも

※チケット発売日から受け付けとなります
チケットはHPからもお求めいただけます（別途手数料有り）
※1月23日㈭午前10時～公演前日午後7時は以下施設窓口でチケットをお求めいただけます

☎3750－1555
※午前10時～午後7時（プラザ休館日を除く）

チケット発売日

●アプリコ　●大田区民プラザ　●大田文化の森
▶問合先　（公財）大田区文化振興協会　☎3750－1614　■FAX3750－1150

1月17日㈮正午
1月22日㈬午前10時専用電話

オンライン オンライン
はコチラ▶

詳細は
コチラ▶

1【じんけんカフェ】私が、わたしらしく生きるために〜部落差別、
職業差別から考える〜（4日制）
▶日時　1月29日、2月5・12・26日㈬午後2時〜4時
※2月12日は午前8時30分から
▶会場　区役所本庁舎9階、東京都中央卸売市場食肉市場
2【大田区版リベラルアーツ】人生おり返し地点の「しあわせ」講座
〜他者とともに語り、探す〜（4日制）
▶日時　2月6・13・20・27日㈭午後6時30分〜8時30分
▶会場　消費者生活センター
3【区民企画・地域学講座】だけじゃない馬込・池上〜みんなで発
見！“お宝”さんぽ〜（3日制）
▶日時　2月25日、3月11・18日㈫午後1時30分〜3時30分
※3月18日は午後4時まで
▶会場　郷土博物館、池上会館ほか

◇1〜3いずれも◇
▶対象　区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
▶定員　抽選で1320名225名
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照）。電子申請も可。
1月20日必着
▶問合先　地域力推進課区民協働・生涯学習担当（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1443　 5744－1518

●ケース事例
　SNSなどで、オンラインカジノの広告を掲載するだけで簡単にもうかるとい
う副業を勧められたり、カジノでもうけるためのセミナーへの参加を勧誘され
たりして、多額な支出や借金をしてしまったなどのトラブルが発生しています。
●ここに気を付けましょう
◦オンラインカジノに接続して賭博を行うことは日本では「賭博罪」に該当し、
違法行為です。絶対にやめましょう
◦「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。副業などは、
契約内容や解約条件なども確認した上で慎重に判断しましょう
◦金銭の支払いを要求されたり借金を勧められたら、即決せず、周囲の人に相
談しましょう

消費生活のお困り事は、消費者生活センターにご相談ください。
消費者相談専用電話　☎3736－0123　
月〜金曜、午前9時〜午後4時30分（休日、年末年始を除く）
土・日曜、休日は、国・都の機関がお受けします　
消費者ホットライン　☎188　
土曜＝午前9時〜午後5時、日曜、休日＝午前10時〜午後4時

　令和7年1月1日現在、23区内に事業用償却資産を所有している方は、申告が
必要です。1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告してく
ださい。電子申告（e

エルタックス

LTAX）も利用できます。
▶問合先　大田都税事務所　☎3733－2411
　　　　　電子申告について＝eLTAXヘルプデスク　☎0570－081459

　令和6年中に給与を支払った方は、早めに提出をお願いします。電子申告
（eLTAX）も利用できます。
▶提出先　給与受給者が令和7年1月1日に住所を有する区市町村
※給与支払報告書の用紙は問合先で配布。区HPからも出力可
▶問合先　課税課課税担当　 5744－1515（共通）
・大森地区　☎5744－1194　・調布地区　☎5744－1195　
・蒲田地区　☎5744－1196　・eLTAXについて　☎5744－1193

　20歳になった方へ、日本年金機構から
「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお
知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年
金の加入と保険料のご案内」「保険料免除・
納付猶予申請書」「学生納付特例申請書」
「返信用封筒」をお送りします。

国民年金保険料の支払い
　令和6年度（令和7年3月まで）の保険料は月額16,980円です。送られてきた
納付書で保険料を納めてください。口座振替やクレジットカード納付、アプリ
納付も可能です。支払いが難しい場合は、保険料の免除・納付猶予制度や学生
納付特例制度も利用できます。詳細はお問い合わせください。

　公共の場所では条例で定めた以下の喫煙
ルールを守りましょう。

　また、公衆喫煙所で喫煙する際は、喫煙所の外にはみ出さず、
マナーを守って利用しましょう。
▶問合先　環境対策課環境推進担当
　☎5744－1366　 5744－1532

●周囲の人の受動喫煙防止に努める
●公園での喫煙禁止
●歩行中または自転車運転中の喫煙禁止
●吸い殻のポイ捨て禁止

▶問合先
学生納付特例・免除の申請
＝国保年金課国民年金係　☎5744－1214　 5744－1516
保険料の納付、20歳の加入
＝日本年金機構大田年金事務所　☎3733－4141

深める・つながる講座

20歳になったら 国民年金

税についてのお知らせ

喫煙ルールを守りましょう

オンラインカジノで、ひともうけ？
甘い言葉をうのみにしないで！

1月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）
都税事務所から

提出期限は1月31日
事業者の方は給与支払報告書の提出をお早めに

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

基礎年金番号通知書

基礎年金番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

生年月日

厚生労働大臣

x x x x - x x x x
x x

ネンキン　タロウ

年金　太郎

平成  X 年  X 月  X
日

令和  X 年  X 月  X
日　交付

◆区政のために　
○明治安田生命保険相互会社　品川支社＝1,170,200円
○萬福寺するすみ祭実行委員会＝10万円
◆子ども生活応援基金へ　○エース合同司法書士事務所＝3万円
◆大学等進学応援基金へ　○石川敬三＝5万円
◆社会福祉のために　○空港施設株式会社＝非常用保存食アルファ米950食

◆日本赤十字社の災害義援金・救援金を受け付けています
　各災害義援金・救援金情報、寄付者の氏名・団体名などは区HPに掲載しています。

▲
詳細はコチラ

5大田区報　令和 7年 1月 11・21日号はがきやFAXなどの記入例　 ❶催しなどの名称　❷〒住所　❸氏名（ふりがな）　❹年齢（学年）　❺電話番号　❻その他必要事項




